
相談 農振除外したい場所、目的等を農政課まで相談してください。

説明資料の作成
所定の様式で説明資料を作成し提出してください。関係図面等の

開発計画に関連する資料も提出してください。

説明資料の
調整及び審査

説明資料の内容を市の担当者が審査し、計画の詳細についてお伺
いします。

数ヶ月
～

1年以上

関係機関への
意見協議

農業委員会、土地改良区、農業協同組合等に今回の農振除外に対
する意見協議を行います。

約1ヶ月

事業調整
県との事前相談

土地改良事業等の受益地となっている農地がある場合は、事業主
体と事業の調整を行う必要があります。
その後、農業振興地域整備計画の変更に係る事前相談を県へ申し

出ます。

約2ヶ月

農振法第11条
に基づく
公告・縦覧

農業振興地域整備計画を変更する際には、関係資料を公告し、そ
の日から30日間縦覧を行い、市民からの意見を受け付けます。
縦覧後、関係権利者から異議申出を提出する期間を15日間設けま

す。

45日間

県との法定協議 11条公告後、改めて新潟県知事との協議を行います。約1ヶ月

農振法第12条
に基づく公告

農振除外完了

新潟県知事の同意を得た後、変更後の農業振興地域整備計画を公
告し、7日間縦覧します。
この公告と同時に、農振除外が完了します。

約0.5ヶ月

合計
約6ヶ月

○農振除外の手続きについて

※上記の期間はあくまでも目安であり、相談内容等によってはより期間を要する場合がありますので、
ご承知おきください。

※農振除外完了後、農地転用や開発許可等の必要な手続きを進めてください。


